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第１　沿革及び施設の概要

１　沿革

　・　昭和２５年１０月　　　出入国管理庁（外務省外局）の地方支分部局として

　東京出張所設置

　・　昭和２６年１１月 　入国管理庁（外務省外局）東京出張所に改組

　・　昭和２７年　８月 　外務省の外局「入国管理庁」が法務省の内局「入国

　管理局」に移管され、その地方支分部局として東京

　入国管理事務所設置

　・　昭和５６年　４月 　東京入国管理局に改組

　・　昭和６０年　７月 　港区港南の庁舎から大手町合同庁舎第一号館（２～

　３階）に移転

　・　平成　２年１２月 　東京都北区西が丘所在の旧東京地方検察庁第二庁舎

　に東京入国管理局第二庁舎を開設し、当局業務のう

　ち退去強制手続部門を移転（収容定員２００人）

　・　平成　５年　６月 　同庁舎を改修し、収容定員を４５０人に拡大

　・　平成１４年　４月 　新たに収容定員１５０人の仮設収容施設を増設し、

　収容定員６００人に拡大

　・　平成１５年　２月 　第二庁舎と統合の上、港区港南の現庁舎に移転（収

　容定員８００人）

　・　平成３１年　４月 　東京出入国在留管理局に改組

　・　令和　２年　７月 　外国人在留支援センター（ＦＲＥＳＣ）の開所（コ

　モレ四谷ビル）に伴い、一部業務を移転

２　施設の概要

　東京都港区港南５丁目５番３０号

　９，３５５㎡

　３６，１１５㎡

　鉄骨鉄筋コンクリート造、地上１２階、地下１階

　　・　収容場の収容能力：　８００人

　　・　住　　　　　所　：

　　・　敷　地　面　積　：

　　・　延　床　面　積　：

　　・　構 造 ・ 規 模　：
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第２　組織及び職員数

１　組織

　　本局、３支局（成田空港、羽田空港及び横浜）及び１２出張所が設置されている。

２　職員数

　　職員数（令和６年度末）は入国審査官１，８２５人、入国警備官８１８人、法務事

　務官６９人及び法務技官８人の計２，７２０人である。

局　 長

 用　度　課

 総　務　課

 次　長

 職　員　課

 監理官

 会　計　課

 横浜支局  出張所（１）

 審査監理官  診　療　室

 審査監理官  首席審査官（１８）
  ＜審査管理担当、オンライン審査担当、在留調査担当、
　　在留支援担当、就労審査第一担当、就労審査第二担当、
　　就労審査第三担当、留学審査担当、
　　研修・短期滞在審査担当、永住審査担当、
　　在留資格取消担当、難民調査第一担当、難民調査第二担当、
　　違反審査担当、審判担当、難民審判担当、実態調査担当、
　　情報管理担当＞

 審査監理官

 警備監理官

 警備監理官  首席入国警備官（１０）
　＜企画管理担当、調査企画担当、
　　調査第一担当、調査第二担当、調査第三担当、
　　調査第四担当、調査第五担当、処遇担当、
　　執行第一担当、執行第二担当＞

 出張所（１１）

 成田空港支局

 羽田空港支局
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第３　管轄区域

　　１都９県（東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新

　潟県、山梨県及び長野県）を管轄し、全ての都県に本局、支局又は出張所を設置

　している。

 

●新潟出張所 

●長野出張所 

●甲府出張所 

●宇都宮出張所 

●水戸出張所 

●高崎出張所 

●さいたま出張所 

●千葉出張所 

○成田空港支局 

○横浜支局 

●川崎出張所 

◎東京出入国在留管理局 

●立川出張所 ●新宿出張所 ○羽田空港支局 

新潟県 

長野県 

山梨県 

群馬県 

栃木県 

茨城県 

千葉県 

埼玉県 

神奈川県 

東京都 

●松戸出張所 
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第４ 在留外国人数　

　　令和６年６月末現在における管内の在留外国人数（中長期在留者に特別永住者

　を加えた数）は、１７７万９５４人で、前年末に比べ約５．９％（９万８，２２

　４人）の増加となっている。また、全国の在留外国人数である３５８万８，９５

　６人の約４９．３％を占めている。

　　　　

2,887,116 2,760,635
3,075,213

3,410,992 3,588,956

1,410,663 1,366,376 1,509,447
1,672,730 1,770,954

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

令和２年末 令和３年末 令和４年末 令和５年末 令和６年６月末

（人） 在留外国人数の推移 全 国 管 内

中国

844,187

(23.5%)

ベトナム

600,348

(16.7%)

韓国

411,043

(11.5%)

フィリピン

332,293

(9.3%)

ブラジル

212,325

(5.9%)

その他

1,188,760

(33.1%)

中国

535,556

(30.2%)

ベトナム

230,004

(13.0%)韓国

165,407

(9.3%)

フィリピン

148,517

(8.4%)

ネパール

103,589

(5.8%)

その他

587,881

(33.2%)

（ 全 国 ） （ 管 内 ）

在留外国人の国籍・地域別内訳（令和６年６月末現在）

永住者

902,203

(25.1%)

技能実習

425,714

(11.9%)

技術・

人文知識・

国際業務

394,295

(11.0%)

留学

368,589

(10.3%)

家族滞在

283,204

(7.9%)

その他

1,214,951

(33.9%)

永住者

493,250

(27.9%)

技術・

人文知識・

国際業務

241,091

(13.6%)
留学

197,238

(11.1%)

家族滞在

172,528

(9.7%)

技能実習

130,979

(7.4%)

その他

535,868

(30.3%)

（ 全 国 ） （ 管 内 ）

在留外国人の在留資格別内訳（令和６年６月末現在）

（注） 在留外国人数は、中長期在留者に特別永住者を加えた数である。

（注）構成比（％）は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計は必ずしも100％とならない。

（注）構成比（％）は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計は必ずしも100％とならない。
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第５　業務の概況

１　出入国審査関係

（１）外国人・日本人出入（帰）国者数

　　令和５年における管内の空港（成田、羽田、新潟等）及び海港（東京、新潟、横浜等）

　からの外国人・日本人出入（帰）国者数は、約３，８１０万人で、前年に比べ

　約３１２．６％（約２，８８７万人）の増加となっている。また、全国の出入（帰）国

　者数である約７，０２１万人の約５４．３％を占めている。　

　　そのうち、外国人の出入国者数は、約２，５２０万人で、前年に比べ約４２７．７％

　（約２，０４２万人）増加した。また、日本人の出帰国者数は、約１，２９０万人で、

　前年に比べ約１８９．３％（約８４４万人）増加した。

　　なお、管内の外国人・日本人出入（帰）国者数のうち、成田空港からが約２，１９８万

　人と約５７．７％を占めており、また、羽田空港からが約１，５９８万人と約４１．９％

　を占めている。

　

　

　　（注１） 下段の（　　）は全国数値である。

　　（注２） 表示単位未満を四捨五入しているため、合計は必ずしも一致しない。

　　（注３） 地位協定該当者数及び特例上陸許可者数を除く。

　　（注４） 令和６年上半期は速報値。

15,848

1,871

13,280

70,207

47,029

8,949

1,607

9,235

38,102

24,125

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年上半期

（千人） 外国人・日本人出入(帰)国者数の推移 全 国 管 内

（千人）

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年上半期

4,447 733 4,775 25,198 16,663

(8,990) (858) (7,846) (51,118) (35,323)

4,502 874 4,460 12,904 7,463

(6,857) (1,013) (5,435) (19,089) (11,705)

8,949 1,607 9,235 38,102 24,125

(15,848) (1,871) (13,280) (70,207) (47,029)

外国人出入国

日本人出帰国

合　計

（速報値）
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（２）外国人入国者数

　　令和５年における管内の外国人入国者数は、約１，２７４万人で、前年に比べ

　約３９５．４％（約１，０１７万人）の増加となっている。また、全国の外国人入

　国者数である約２，５８３万人の約４９．３％を占めている。

　　なお、管内の外国人入国者数のうち、成田空港からが約８０４万人と

　約６３．１％を占めており、また、羽田空港からが約４６６万人と約３６．６％

　を占めている。

　

（３）日本人出国者数

　　令和５年における管内の日本人出国者数は、約６５０万人で、前年に比べ

　約１８６．７％（約４２３万人）の増加となっている。また、全国の日本人出国

　者数である約９６２万人の約６７．６％を占めている。

　　なお、管内の日本人出国者数のうち、成田空港からが約３０３万人と

　約４６．６％を占めており、また、羽田空港からが約３４４万人と約５２．９％

　を占めている。

　

4,307

353

4,198

25,831

17,821

2,111
296

2,571

12,736

8,394

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年上半期

（千人） 外国人入国者数の推移 全 国 管 内

3,174

512

2,772

9,624

5,798

2,083
456

2,268

6,502

3,701

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年上半期

（千人） 日本人出国者数の推移 全 国 管 内

（速報値）

（速報値）
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２　入国事前審査関係

　　令和５年における管内の在留資格認定証明書交付申請及び査証事前協議の受付件

　数（新規受付分）は、３４万６，２５８件（うち在留資格認定証明書交付申請受付

　件数３４万４，６８８件）で、前年に比べ約４１．２％（１０万１，１１８件）の

　増加となっている。また、全国の受付件数である６９万４，９４６件の約４９．８

　％を占めている。

　

　※在留資格認定証明書

　　日本に入国を希望する外国人又はその代理人（日本国内居住）は、最寄りの地方

　出入国在留管理局へ申請書類を提出することにより、事前に、在留資格の認定を受

　けることができる。これにより認定を受けた外国人には「在留資格認定証明書」が

　交付され、査証（ビザ）発給申請の際、また、我が国の空港等における上陸審査の

　際に、この証明書を提出すれば、審査がスムーズになる。

（件）

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

全　国 605,752 367,884 313,602 493,277 694,946

管　内 305,125 178,240 147,244 245,140 346,258

605,752

367,884

313,602

493,277

694,946

305,125

178,240
147,244

245,140

346,258

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

（件）
在留資格認定証明書交付申請及び

査証事前協議の受付件数の推移（新規受付分） 全 国 管 内
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３　在留審査関係

　　令和５年における管内の在留審査関係諸申請（在留資格取得、在留期間更新、在留

　資格変更、資格外活動、再入国及び永住）の受付件数（新規受付分）は、

　９５万３，０２０件で、前年に比べ約６．０％（５万３，５５３件）の増加となって

　いる。また、全国の受付件数である１８１万５，０９６件の約５２．５％を占めてい

　る。　

　

※令和６年上半期は速報値。

更新

635,656

(55.9%)

変更

224,965

(19.8%)

資格外

214,479

(18.9%)

永住

32,052(2.8%)

再入国

20,690(1.8%)
取得

9,645

(0.8%)

更新

318,772

(55.4%)

変更

107,087

(18.6%)

資格外

115,604

(20.1%)

永住

18,050(3.1%)

再入国

11,113(1.9%) 取得

4,942

(0.9%)

（ 全 国 ） （ 管 内 ）

1,495,681
1,661,034 1,639,191 1,629,258

1,815,096

1,137,487

832,010 862,784 846,602 899,467 953,020

575,568

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年上半期

（件） 在留審査関係諸申請件数の推移（新規受付分）
全 国 管 内

在留審査関係諸申請件数（新規受付分）の内訳（令和６年上半期）※速報値

（注） 構成比（％）は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計は必ずしも100％とならない。

（速報値）
（件）

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年上半期

1,495,681 1,661,034 1,639,191 1,629,258 1,815,096 1,137,487

うち再入国 38,264 28,754 41,669 50,642 53,707 20,690

832,010 862,784 846,602 899,467 953,020 575,568

うち再入国 21,262 17,151 25,250 29,064 30,146 11,113

全　国

管　内
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　４ 退去強制手続関係

　　令和５年における管内の出入国管理及び難民認定法違反により退去強制手続又は出国

　命令手続（以下「退去強制手続等」という。）を執った外国人は、１万３，３２７人で、

　前年に比べ約８９．６％（６，２９８人）の増加となっている。また、全国で退去強制

　手続等を執った外国人１万８，１９８人の約７３．２％を占めている。

　

不法残留

16,949 (93.1%)

刑罰法令違反

422 (2.3%)

資格外活動

175 (1.0%)

不法上陸

172(0.9%)
不法入国

168 (0.9%)

その他

312(1.7%)

不法残留

12,612 (94.6%)

刑罰法令違反

214 (1.6%)

不法上陸

150 (1.1%)
不法入国

105(0.8%)

資格外活動

63 (0.5%)

その他

183(1.4%)

19,386

15,875
18,012

10,300

18,198

13,253

10,622

13,311

7,029

13,327

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

（人） 退去強制手続等人員の推移
全 国 管 内

ベトナム

6,953

(38.2%)

タイ

3,171

(17.4%)

中国

2,059

(11.3%)

カンボジア

1,033(5.7%)

インドネシア

920(5.1%)

フィリピン

914

(5.0%)

その他

3,148

(17.3%)

（ 全 国 ） （ 管 内 ）

令和５年の退去強制手続等人員の国籍・地域別内訳

ベトナム

4,424

(33.2%)

タイ

3,080

(23.1%)

中国

1,453

(10.9%)

カンボジア

1,001(7.5%)

フィリピン

597(4.5%)

インドネシア

581(4.4%) その他

2,191

(16.4%)

（ 全 国 ） （ 管 内 ）

令和５年の退去強制手続等人員の理由別内訳

（注） 構成比（％）は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計は必ずしも100％とならない。

（注） 構成比（％）は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計は必ずしも100％とならない。

（速報値）

（速報値）
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５ 難民認定等事務関係　

（１）難民認定申請数及び補完的保護対象者認定申請数

　　令和５年における管内の難民認定申請数は、１万２，９５４人で、前年に比べ

　約２７２．９％（９，４８０人）の増加となっている。また、全国の受付人数である

　１万３，８２３人の約９３．７％を占めている。

　　令和５年における管内の補完的保護対象者認定申請数は、５４６人で、全国の受

　付人数である６７８人の約８０．５％を占めている。

　　なお、令和５年における全国の補完的保護対象者認定申請数の国籍・地域別内訳

　は、ウクライナ６６９件、ロシア５件、ウズベキスタン・英国・シリア・スリランカ

　が各１件、管内の国籍・地域別内訳は、ウクライナ５４３件、ロシア２件、ウズベキ

　スタン１件となっている。

管　内

↓入力用

トルコ

インド

その他

合計確認

10,375

3,936

2,413

3,772

13,823

9,036

3,397

2,244

3,474

12,954

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

（人） 難民認定申請数の推移
全 国 管 内

スリランカ

3,778

(27.3%)

トルコ

2,406

(17.4%)

パキスタ

ン 1,062

(7.7%)

インド

934

(6.8%)

カンボジア

888

(6.4%)

その他

4,755

(34.4%)

スリランカ

3,693

(28.5%)

トルコ

2,079

(16.0%)
パキスタン

986

(7.6%)

インド

928

(7.2%)

カンボジア

888

(6.9%)

その他

4,380

(33.8%)

（ 全 国 ） （ 管 内 ）（速報値）

難民認定申請数の国籍・地域別内訳（令和５年）

（注） 構成比（％）は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計は必ずしも100％とならない。
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（２）難民審査請求数

　　令和５年における管内の難民の認定をしない処分に対する審査請求数は、

　４，６４０人で、前年に比べ約１２．０％（４９８人）の増加となっている。

　また、全国の審査請求数である５，２４７人の約８８．４％を占めている。

　

5,130

2,573

4,046
4,461

5,247

3,239

1,587

3,486

4,142
4,640

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

（人） 難民審査請求数の推移 全 国 管 内

ミャンマー

1,371

(26.1%)

トルコ

1,208

(23.0%)

バングラデ

シュ 513

(9.8%)

カンボジア

506(9.6%)

スリランカ

503(9.6%)

その他

1,146(21.8%)
ミャンマー

1,305

(28.1%)

トルコ

958

(20.6%)
バングラデシュ

507(10.9%)
カンボジア

504(10.9%)

スリランカ

427(9.2%)

その他

939(20.2%)

（ 全 国 ） （ 管 内 ）（速報値）

難民審査請求数の国籍・地域別内訳（令和５年）

（注）難民の認定をしない処分に対する不服申立ては、平成２８年４月１日に施行された改正入管法

により、従来の「異議申立て」から「審査請求」に改められた。

（注） 構成比（％）は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計は必ずしも100％とならない。

- 11 -



６ 在留支援関係　

（１）地方公共団体等との連携・協力  

　　各地方公共団体は、在留外国人の生活に関わる様々な事柄について、情報提供及び

　相談を行う一元的相談窓口を設置しているところ、令和６年９月３０日現在、当局管

　内の８１団体が、一元的相談窓口の設置・運営について令和６年度外国人受入環境整

　備交付金の交付決定を受けている。

　　当局においては、各地方公共団体の相談窓口に職員を派遣し、相談員として対応し

　ているほか、相談業務に従事する地方公共団体の職員等に対し研修を行っている。

　　このほか、地域で活動する民間支援団体等に各種情報を提供するなど、連携・協力

　に向けた取組を行っている。

一元的相談窓口の設置・運営について令和６年度外国人受入環境整備交付金

の交付決定を受けている管内地方公共団体一覧（令和６年９月３０日現在）

茨城県（６か所）
茨城県、古河市、結城市、常総市、つくば市、八千代
町

栃木県（５か所） 栃木県、宇都宮市、栃木市、鹿沼市、小山市

群馬県（７か所）
群馬県、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、安中
市、大泉町

埼玉県（11か所）
埼玉県、さいたま市、川越市、川口市、上尾市、草加
市、蕨市、戸田市、ふじみ野市、越谷市、久喜市

千葉県（13か所）
千葉県、千葉市、市川市、船橋市、松戸市、成田市、
東金市、柏市、八千代市、鴨川市、鎌ケ谷市、浦安
市、富里市

東京都（10か所）
東京都、新宿区、世田谷区、練馬区、中野区、豊島
区、江戸川区、八王子市、西東京市、府中市

長野県（10か所）
長野県、長野市、松本市、上田市、飯田市、塩尻市、
佐久市、東御市、安曇野市、箕輪町

神奈川県（11か所）
神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平
塚市、秦野市、厚木市、海老名市、綾瀬市、愛川町

新潟県（５か所） 新潟県、新潟市、長岡市、上越市、糸魚川市

山梨県（３か所） 山梨県、甲府市、中央市
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（２）相談業務

　　令和２年７月に外国人在留支援センター（ＦＲＥＳＣ）が開所し、東京出入国

　在留管理局では、在留外国人等からの入国・在留手続等に係る相談業務を行って

　いる。

　　令和６年上半期における相談件数は２,１６１件であった。

　　※相談件数は、来所及びオンラインによる件数。

　　また、当局の外国人在留総合インフォメーションセンターにおける在留外国人

　等からの入国・在留手続に係る令和５年の相談件数は、２５万２，１２６件で、

　前年に比べ約７．６％（２万７９４件）の減少となっている。
　　※令和５年６月まで、窓口及び電話での相談件数のみ計上。令和５年７月以降、メールによる相談件数も計上。

1,547 

2,806 2,690 

2,961 

2,161 

0
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（件）

ＦＲＥＳＣにおける相談件数の推移

（令和２年下半期から令和６年上半期まで）

256,423 

291,301 

259,667 
272,920 

252,126 

131,277

0

50,000
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外国人在留総合インフォメーションセンター

における相談件数の推移

（速報値）

（速報値）
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